
備

考 

 

一 

投
票
所
印
は
、
あ
ら
か
じ
め
封
筒
に
左
の
印
章
を
押
し
又
は
印
刷
し
て
お
き
、
各
投
票
所
に
お
い
て
投
票
所
名
を
記
入
し
、
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え

な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

投

票

所 
 

 
 

 

二 

共
通
投
票
所
印
及
び
期
日
前
投
票
所
印
に
つ
い
て
は
、
備
考
一
に
準
ず
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の
共
通
投
票
所
を
設
け
な
い
場
合
又
は
二
以
上
の
期
日
前

投
票
所
を
設
け
な
い
場
合
に
は
、
共
通
投
票
所
名
又
は
期
日
前
投
票
所
名
を
記
入
す
る
必
要
は
な
い
。 

 

三 

封
筒
に
押
す
べ
き
都(

道
府
県)

(

市)
(

区)
(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
印
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
様
式(

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
の
投
票
用

紙
の
様
式)

の
備
考
五
及
び
六
に
準
ず
る
。 

 

四 

法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
仮
投
票
に
関
し
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
代
理
投
票
を
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
投
票
管
理
者
は
、
封
筒
の
表
面
に

法
第
四
十
八
条
該
当
で
あ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五 

令
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
表
面
左
下
段
に
代
理
記
載
人
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

裏 

  

表 

第
九
号
様
式(

仮
投
票
用
封
筒
の
様
式)

(

第
八
条
関
係) 

            

  

仮投票 

  

 

  

投

票

者 

氏

名  
 

(

代
理
記
載
人 

氏

名) 
 

投
票
所(

共
通
投
票
所
・
期
日
前
投
票
所)

印  
 

  

      
  

  

 


